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県道下原船穂線交通規制の変更のお知らせ 
 

 

 令和４年３月２２日にお知らせしました県道下原船穂線の片側交互通行期間につ

いて、現地の状況等により開始日を４月１２日に変更させていただきますのでお知ら

せします。 

 なお、切り替え後の県道は、４月２８日に通行できるようになる予定です。 

 

 

工 事 場 所：倉敷市真備町川辺地内  県道下原船穂線 ※別紙参照 

片側交互通行期間：令和４年４月１２日（火）ＡＭ９時から 

             令和４年４月２８日（木）ＰＭ５時まで 

 

 

※上記期間中は、終日片側交互通行となります。 

 施工日昼間は交通誘導員により交通誘導、夜間・休日は信号機により交通誘導を行

います。 

※なお、規制の期間については、天候等の関係で変更する場合があります。その際に

は改めてお知らせいたします。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 

  国土交通省 中国地方整備局 高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所 

        副所長     濱本
はまもと

 賢太郎
け ん た ろ う

 

（発注・現場担当）工務課長    藤井
ふ じ い

 泰
やす

宏
ひろ

 

 

TEL（086）－697－1020 

FAX（086）－697－1024 

 

■同時発表先： 

岡山県政記者クラブ、倉敷記者クラブ 



　◆地元のみなさまに 　◆片側交互通行区間の案内

　平素より国土交通省　高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所の工事に対して格別のご理解とご協力を賜り

　厚く御礼申し上げます。

　この度、小田川合流点付替え事業の一環として、県道下原船穂線の切り替え工事を予定しております。

つきましては、工事に伴い県道下原船穂線の右図区間内で規制場所を変更しながら終日片側交互通行を行う

ため、通行される皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

　工事期間中は、何かとご不便・ご迷惑をおかけするかと思いますが、安全第一で工事の早期完成に努めます

　ので、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　◆通行止めの期間

工事期間中の規制は、右図の範囲を終日片側交互通行の規制を実施いたします。

ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

：令和４年４月１２日（火）～　令和４年４月２８日（木）

：終日

：施工日昼間は、交通誘導員

　夜間・休日は、信号機

規制期間

　◆連絡先・お問合せ先

工事についてのご不明な点、お問合せなど御座いましたら、下記にご連絡頂きますようお願い致します。

（発注者） 国土交通省　中国地方整備局　高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

電話番号 086-697-1022 担当：藤井、西藤

※ 片側交互通行区間近隣にお住まいの方、耕作者の方、ご用の方等にはご不便おかけします

（施工者） 蜂谷工業　株式会社 が、ご理解ご協力いただけますと幸いです。

086-552-3711（事務所） 担当：三海

【 片側交互通行期間 】

【 規 制 の 時 間 帯 】

【 規制時の誘導方法 】

小田川合流点付替え事業に伴う終日片側交互通行規制のお知らせ

電話番号
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！

！

！ ！ ：規制区間



切り替え後の県道イメージ

「現在の交通」と切り替え後のイメージ

現在の交通



発出元 → 発出先
【機密性２情報】

作成日_作成担当課_用途_保存期間規制の位置

規制（終日片側交互通行）位置① 
4月中旬

位置①規制時の通行可能ルート



発出元 → 発出先
【機密性２情報】

作成日_作成担当課_用途_保存期間規制の位置

規制（片側交互通行）位置③
4月下旬

規制（終日片側交互通行）位置②
4月中旬～下旬

位置②、③規制時の通行可能ルート
(舗装施工済)




